
旅費・謝金支給規程

第１　総則
（目的）
第１条　この規程は、NPO法人滋賀県セーリング連盟（以下「本連盟」という）の実施する諸事業において支給する旅費・謝金について基準を定めたものである。

（支給対象者）
第２条　支給対象者は以下の本連盟に所属する者またはその関係者とする。
1 連盟理事、委員会委員
2 担当理事または委員長が指名した、上記①に準じて事業を司る者

（支払承認）
第３条　当該事業を管轄する委員会等の担当理事または委員長の申請に基づき、事務局長が決裁する。

（支払方法）
第４条　支給にあたっては、支給対象者の本人名義の銀行口座に振込んで支払うことを原則とする。ただし、やむを得ない事情により振込ができない場合は、事務局長の決裁を受けた上で現金で支給することができる。

（補助・助成事業）
第５条　外部機関・諸団体による補助・助成事業において旅費・謝金の支給を行う場合は、その機関・団体の規程、実施要項、ガイドラインに基づき支給する。

第２　旅費
（国内旅費）
第６条　鉄道運賃は、経済的・合理的な経路及び方法による、旅客運賃、急行料金、特急料金を支給する。
２　航空運賃は経済的・合理的に適当と認められる場合に支給する。可能な限り割引等を適用した路線・運賃によるものとする。旅費精算の際には、航空会社の発行する領収書及び日付・便名等の記載された書類を提出しなければならない。
３　宿泊費は実費支給とする。

（海外旅費）
第７条　航空運賃は、経済的・合理的な経路及び方法によるエコノミー運賃（可能な限り割引等を適用したもの）を支給する。旅費精算の際には、航空会社の発行する領収書及び日付・便名等の記載された書類を提出しなければならない。
２　宿泊費・食費・雑費等については以下のとおりとし、業務実働期間の宿泊日数分を支給する。
1 宿泊費は実費支給とし、日当（食費・雑費等に充当する）は１泊3,000円を限度として本人に支払う。

第３　謝金
（業務内容及び謝金額）
第８条　支給対象者に対する諸謝金の額及び業務内容等については、別表に掲げる通りとする。

（その他）
第10条　別表の規定に関わらず特別な事情がある場合は、該当者の経験・実績等や事業の特殊性等を勘案し、会長または当該事業の担当理事が決裁することにより支給金額を決めることができる。

（別　表）
	対象者
	業務内容
	単位
	単価の上限

	大会役員・スタッフ・審判
	　レース運営事業
	1日
	5,000円

	大会・講習会補助員トレーナー
	　講習会等事業
	1日
	5,000円

	講師（専門的テーマ）
	　講習会等事業
	1日
	10,000円


（注1） 支給対象日数は、移動日を含めない実働日数とする。

（付　則）
この規程は、令和４年１月から施行する。
令和８年４月１日一部改正



